
政府は省エネルギー、温室効果ガス（ＣＯ２）排出削減等政府方針実現のため、次世代自動車の普及を促進

地域の計画と連携した取組みを支援するとともに、段階的に次世代自動車の本格的普及を実現

・地域交通のグリーン化のため、事業用として使用する次世代自動車及び充電設備（充電設置工事費を含む）
の導入支援を実施。車両価格低減及び普及率向上の実現により、段階的に補助額を低減。
・電気自動車及びハイブリッド自動車等は、災害時等において電力供給による支援が可能。

燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッド
バス、超小型モビリティ

電気タクシー、電気トラック（バン）、プラグインハイブ
リッドタクシー

概要

補助
上限

車両・充電設備等価格の１／３
又は通常車両との差額の２／３

車両・充電設備等価格の１／４～１／６ 通常車両との差額の１／３

対象

車両

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車普及促進事業

車種ラインナップが充実し競争が生まれ、通常車両
との価格差が低減

市場に導入された初期段階で、価格高騰期にあり、
積極的な支援が必要

通常車両との価格差がさらに低減し、本格的普及
の初期段階に到達

国土交通省の補助事業 「地域交通グリーン化事業」

令和５年度予算要求額 １，２０１百万円

ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、
天然ガストラック

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和3年6月18日成長戦略会議決定）
新車販売の電動化目標を設定 → 商用車は、小型新車で2030年電動車20～30%、2040年電動車・ 脱炭素燃料車100%。

大型車は技術実証・水素普及等を踏まえ、2030年までに2040年目標を設定。

地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定）
運輸部門におけるエネルギー起源ＣＯ２削減 → 2030年度に2013年度比約35％減。

交通政策基本計画（令和3年5月28日閣議決定）
災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保された、持続可能でグリーンな交通の実現→
温室効果ガス排出削減、再生可能エネルギーや水素の利活用に向けた取組を加速させ、運輸部門における抜本的な脱炭素化を推進する。

【 第 Ⅰ 段 階 】 【 第 Ⅱ 段 階 】 【 第 Ⅲ 段 階 】
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